
資金提供側はどうすればよい？ 

クラウドファンディングと確定申告 

クラウドファンディングとは 

 クラウドファンディングとは、起業家や

クリエイターが製品開発、アイデア実現の

ために、インターネットを通じて不特定多

数の人から資金の出資や協力を募ることを

指す、「群衆（crowd）」と「資金調達（funding）」

を組み合わせた造語です。そのイメージか

ら「雲（cloud）」と勘違いされている方も

多いのではないでしょうか。日本では、東

日本大震災を機に寄付を募るプロジェクト

としても、認知が進みました。 

 このクラウドファンディングは大別する

と「購入型」「寄付型」「金融型」の３種類、

「金融型」はさらに「貸付型」「ファンド型」

「株式型」に分けられます。 

2014年度新規プロジェクト支援額ベースの

国内市場規模（矢野経済研究所） 

購入型 20億円（10.2％） 

寄付型 1億円 （0.6％） 

金融型（ファンド型） 19億円（10.0％） 

金融型（貸付型）   156億円（79.2％） 

資金提供者側の所得税の考え方 

「購入型」「寄付型」「金融型」は、リター

ンとして何をもらうか、もらわないかによ

り区別されています。「購入型」の場合、作

品や招待、ノベルティ、完成品など金銭以

外のリターンがあります。税法でも、これ

は商品売買として取り扱うことになります。 

「寄付型」の場合は、リターンはありませ

ん。プロジェクトの活動報告など無償の成

果物が提供されますが、あくまでも寄付と

いう形態です。この場合、支援先が企業で

あれば、所得税法の「寄附金控除」を受け

ることはできません。ただ、近年では、自

治体が行うクラウドファンディングも増加

する一方、大手クラウドファンディングサ

イトの「READYFOR?」では、昨年 12月より、

認定 NPO 法人の「赤ちゃん縁組」事業の寄

付受付を行うなど「寄附金控除」が適用で

きるタイプのものも増えてきています。 

貸付型・ファンド型は匿名組合方式が多い 

「金融型」はどれも金銭的リターンを得る

ものですが、日本の「貸付型」「ファンド型」

は匿名組合方式で組成されることが多いよ

うです。この場合の分配金は雑所得として

総合課税の対象となり、分配時に源泉徴収

（20.42％）が行われます。「株式型」は、現

在法整備の最中ですが、税務上は有価証券

の取得と同様となります。 
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これからも大いに拡

大が見込まれる分野

ですね！ 
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